
▶入居予定日　令和８年３月30日
▶申込受付期間　12月１日㈪～令和８年１月９日㈮
▶申込み・問合せ

〒648-8585（住所記入不要）
橋本市 建設部 建築住宅課 住宅係 ☎33-1115

令和８年３月入居分の市営住宅の入居者を募集します。詳しくは市ホームページを
確認していただくか、建築住宅課 住宅係までお問合せください。　� 【建築住宅課】

市営住宅の入居者を募集します

▶募集住宅

住宅名 所在地 構造等
（建設年度）

洗濯機
置き場

募集戸数
家賃月額（円） 間取り 備　考

優先枠

野 野124-1 中耐４階建
（昭和56年） 脱衣所 ２ １ 17,400～34,200 ３ＤＫ ４階建・２階

神 野 々 神野々346 簡耐２階建
（平成２年） 脱衣所 １ ０ 23,800～46,700 ３ＤＫ

伏原４階 高野口町伏原
772-1

中耐４階建
（平成７年） 脱衣所 １ ０ 16,400～32,300 ２ＤＫ ４階建・３階

エレベーター有

岸 上 岸上144-1 簡耐２階建
（昭和63年） 脱衣所 １ ０ 22,600～44,400 ３ＤＫ ＤＩＹ型募集

▶申込方法
⃝申込書を持参または郵送
⃝オンライン申請
※詳しくは市ホームページ（右の

ＱＲコード）をご確認ください。

※優先枠とは、母子・父子世帯などが入居において優
先的な取扱いを受けられる住宅のことです。

※市営住宅の家賃については、入居者の所得額などに
より毎年改められます。

※ＤＩＹ型募集では、市が入居前の修繕などを
行わず、現状での引き渡しとなるかわりに、
入居者自身が修繕に要した費用の一部を入居
後の家賃額から減免します。

情報ワイド記事に関連する S
エスディージーズ

DGs のアイコンを表示しています。

市では、市内の事業者を対象に、特定の融資制度を利用している場合、その融資の利
子の一部を補助します。申請には市税の完納証明書など、添付書類が必要です。詳細を
よくご確認の上、活用してください。� 【産業振興課】

商工業者支援制度

▶補助金の概要と対象者要件
商工業活性化資金利子補給補助金
⃝対象者要件

市内で事業所を営んでいる市民、もしくは市内に本店のあ
る法人で、同一の事業を引き続き１年以上営んでいる人
（国などから利子補給を受けている場合を除く）

⃝対象となる資金・制度名　
・小規模事業者経営改善資金融資
・生活衛生関係営業経営改善資金特別貸
創業支援資金利子補給補助金
⃝対象者要件　市内で事業を営んでいる市民、もしくは市内

に本店のある法人
⃝対象となる資金・制度名

・新企業育成貸付・企業活力強化貸付・生活衛生貸付のう
ち新規開業資金に係るもの・新規開業資金

▶対象期間
令和７年１月～12月分
※ただし返済開始月から36カ月以内

▶利子補給額
対象期間中に支払った利子額のうち、
支払い利率1.0％以内の利子相当額

▶申込期限　令和８年１月９日㈮
※詳しくは市ホームページ

（右のＱＲコード）をご
覧ください。

▶申込み・問合せ
産業振興課 産業支援係
☎33-1247

・・・・・・　募 集　・・・・・・ 下水道排水設備指定工事店と責任技術者の
登録（更新・新規）について 【下水道課】

令和８年度 入札参加資格審査受付について
（追加募集） 【橋本周辺広域市町村圏組合】

物品購入、建設工事、測量・建設コンサルタントな
どの入札参加資格審査の申請を受付けます。
▶申込資格

地方自治法施行令第167条の４および第167条の
11第１項の規定ならびに次の各項目によること。
①令和８年１月５日現在、引き続き１年以上その営

業に従事していること。
②国税および地方税を滞納していないこと。
③営業に関し許可、認可などを必要とする場合にお

いて、当該許可、認可などを得ていること。
④営業状態が健全であると認められること。

▶提出書類（各１部、Ａ４ファイル綴り）
◦物品

入札（見積）参加資格審査申請書（組合で配布）、
組合が指定する必要書類
※様式は、組合窓口または組合ホームページから

入手できます。
◦建設工事、測量・建設コンサルタントなど

組合が指定する必要書類（国土交通省のホーム
ページから入手可）

▶提出方法
持参または郵送（令和８年２月６日㈮必着）
※提出書類や提出方法など詳しくは、12月１日㈪

から橋本周辺広域市町村圏組合のホームページに
掲載しますので、ご覧ください。

▶受付期間
令和８年１月５日㈪～２月６日㈮
（土・日曜、祝日を除く）
９:00～12:00、13:00～17:00

問〒648-0073
橋本市市脇一丁目1-6
橋本周辺広域市町村圏組合事務局 ☎32-7121
http://www.hashimoto-kouiki.jp/

市内で下水道の排水設備工事を行うには、排水設備
指定工事店および責任技術者として、市に登録する
必要があります。登録の期限が令和８年３月31日に
なっている工事店、技術者が更新の対象となります。

本年度の更新および新規の登録受付については、下
記期間に実施します。
▶登録用紙配布期間

12月17日㈬～令和８年１月26日㈪
（土・日曜、祝日、年末年始を除く）

▶受付期間
令和８年１月５日㈪～26日㈪
（土・日曜、祝日を除く）

▶登録用紙配布　下記の窓口へ
問下水道課 計画係 ☎33-3160

・・・・・・　人 権　・・・・・・
12月４日㈭～10日㈬は第77回人権週間です

【人権・男女共同推進室】
12月10日は「人権デー」です。1948年のこの日

に国連で「世界人権宣言」が採択され、今年で77年
目を迎えました。世界中の全ての人はみんな同じ人権
を持つ、かけがえのない存在です。それぞれの個性や
生き方の違いを大切にして、全ての人の人権が尊重さ
れる豊かな社会をつくりましょう。
問人権・男女共同推進室 ☎33-1229

橋本・伊都障害者差別解消支援地域協議会
【福祉課】

　地域の障がい者差別を解消し、誰もが暮らしやすい
地域を作っていくための協議会を設置しています。
　障がいが理由の差別などで困ったことがあれば、内
閣府「つなぐ窓口」（右のQRコード）や
下記相談窓口までご相談ください。
問福祉課 障がい福祉係 ☎33-3708
　橋本・伊都地域基幹相談支援センター ☎33-1910
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